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平成２５年１１月１５日 

 

ソーラー充電器販売業者５社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、携帯電話等用ソーラー式充電器（以下「ソーラー充電器」と

いう。）を販売する事業者５社（以下「５社」という。）に対し、景品表示法第６

条の規定に基づき、措置命令（別添１～５参照）を行いました。 

５社が供給するソーラー充電器の充電時間に係る表示について、それぞれ、景品

表示法に違反する行為（同法第４条第１項第１号（優良誤認）に該当）が認められ

ました。 

 

１ ５社の概要 

⑴ 株式会社エアージェイ 

所 在 地 東京都国立市富士見台二丁目２４番８号エアージェイビル 

代 表 者 代表取締役 内田 康之 

設立年月 平成３年５月 

資 本 金 １０００万円（平成２５年１０月現在） 

 

⑵ グリーンエージェント株式会社 

所 在 地 栃木県宇都宮市中久保二丁目１１番３２号 

代 表 者 代表取締役 神田 喜暢 

設立年月 平成２０年３月 

資 本 金 １０００万円（平成２５年１０月現在） 

 

⑶ サンワサプライ株式会社 

所 在 地 岡山市北区田町一丁目１０番１号 

代 表 者 代表取締役 山田 哲也 

設立年月 昭和２６年１０月 

資 本 金 ３０００万円（平成２５年１０月現在） 

 

⑷ Ｈａｍｅｅ株式会社 

所 在 地 神奈川県小田原市栄町二丁目９番３９号小田原ＥＰＯ５Ｆ 

代 表 者 代表取締役 樋口 敦士 

設立年月 平成１０年５月 

資 本 金 ８９００万円（平成２５年１０月現在） 

 

⑸ 株式会社リンクスインターナショナル 

所 在 地 東京都千代田区外神田六丁目１５番１１号 

代 表 者 代表取締役 川島 義之 

設立年月 平成１１年１０月 

資 本 金 ３０００万円（平成２５年１０月現在） 
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２ 措置命令の概要 

⑴ 対象商品（別表参照） 

５社がそれぞれ一般消費者に販売するソーラー充電器（計６商品） 

 

⑵ 対象表示 

５社は、商品パッケージ及び自社ウェブサイトにおいて、対象商品について、

太陽光に当てれば表示されている時間で充電が完了する性能を有するかのよう

な表示をしていた（別紙１～別紙５参照）。 

 

⑶ 実際 

擬似的な太陽光を発生させるソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光の

ほぼ最大値付近の日射に相当する１，０００ワット毎平方メートルの人工光を継

続的に対象商品のソーラーパネル部分に直角に当たるよう照射し、対象商品の充

電完了までに要する時間（実測充電時間）を計測した（対象商品ごとに３検体に

ついて試験を実施し、平均値を求めた）。結果は、別表「実測充電時間」欄記載

のとおり、表示されている充電時間を大きく上回るものであった。このことから、

対象商品は表示されている時間で充電が完了する性能を有するとは認められな

かった。 

 

⑷ ５社に対する命令の概要 

ア ５社が行った前記２⑵記載の表示は、前記２⑶のとおりであって、ソーラー

充電器の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であ

ると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周

知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを社内に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

担当者：大崎、佐藤（碧）、小林（厚） 

電話 ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ  http://www.caa.go.jp/ 
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５社が行っていた表示の内容と対象商品の実測充電時間の値 

 

事業者 商品名 表示媒体・表示内容 実測充電時間（注１）

㈱
エ
ア
ー
ジ
ェ
イ 

Ｍｏｂｉｌｅ Ｂａｎｋ 

Ｓｏｌａｒ ｄａｓ 

①商品パッケージ 

【期間】平成２３年６月以降 

【内容】「ソーラー充電！！ 最速約６～１０時間で充

電！！」と記載。 

②自社ウェブサイト 

【期間】平成２３年６月以降 

【内容】「ソーラー充電！！ 最速約６～１０時間で充

電！！」と記載。 

１４．１時間 

グ
リ
ー
ン
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
㈱

ｍｏｂｉｌｅ ｓｏｌａｒ

（型番：ＭＳ０１０） 

①商品パッケージ 

【期間】平成２３年１月以降 

【内容】「充電時間：約６～８時間（屋外直射日光で１４

～１６時間）」と記載。 

②自社ウェブサイト 

【期間】平成２３年１月以降 

【内容】「充電時間 約３～４時間（ソーラーパネルのみ

の場合：約１０～１２時間）」と記載。 

２０．２時間 

サ
ン
ワ
サ
プ
ラ
イ
㈱ 

ストラップソーラーチャー

ジャー（型番：ＳＢＴ－Ｓ

Ｔ１ＡＵ） 

①商品パッケージ 

【期間】平成２１年５月以降 

【内容】「１０時間 最速１０時間で太陽光蓄電します。」

と記載。 

②自社ウェブサイト 

【期間】平成２１年５月以降 

【内容】「１０時間 最速１０時間で太陽光蓄電します。」、

「蓄電時間 太陽光／真夏の晴天下で１０～１５

時間」と記載。 

３７．３時間 

ストラップソーラーチャー

ジャー（型番：ＳＢＴ－Ｓ

Ｔ１ＦＳ） 

①商品パッケージ 

【期間】平成２１年５月以降 

【内容】「１０時間 最速１０時間で太陽光蓄電します。」

と記載。 

― 

（注２） 

Ｈ
ａ
ｍ
ｅ
ｅ
㈱ 

ソーラーチャージｅｃｏ２

－ｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅ／

ｉＰｏｄ－ 

 

①商品パッケージ 

【期間】平成２２年７月以降 

【内容】「６～１２ｈ 最速６時間で太陽光充電します。」、

「●太陽光充電の際は、野外で６～１２時間以上充

電してください。」と記載。 

②自社ウェブサイト 

【期間】平成２２年７月から平成２５年３月ころまでの間 

【内容】「６～１２ｈ 最速６時間で太陽光充電します。」

と記載。 

１９．４時間 

㈱
リ
ン
ク
ス
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル 

ｉＣｈａｒｇｅ Ｌｉｔｅ 

①商品パッケージ 

【期間】平成２２年１月以降 

【内容】「本体充電時間 ＡＣアダプタ：約２時間、ＵＳ

Ｂ：約２時間、ソーラーパネル：約１３時間」と記

載。 

②自社ウェブサイト 

【期間】平成２２年１月以降 

【内容】「本体充電時間※２ ＡＣアダプタ／ＵＳＢ：約

２時間、ソーラーパネル：約１３時間」と記載。 

２１．８時間 

注１ 擬似的な太陽光を発生させるソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光の最大値付近の日射に相当す

る１，０００ワット毎平方メートルの人工光を継続的に対象商品のソーラーパネル部分に直角に当たるよう

照射し、対象商品の充電完了までに要する時間を計測した（対象商品ごとに３検体について試験を実施し、

別表 
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平均値を求めた。）。 

注２ ストラップソーラーチャージャーについては、ａｕ対応機種（型番：ＳＢＴ－ＳＴ１ＡＵ）とドコモ／ソ

フトバンク対応機種（型番：ＳＢＴ－ＳＴ１ＦＳ）は、充電する携帯電話との接続部分の形状が異なるのみ

で、充電完了までに要する時間を含め、充電器としての機能は同一のものであるため、ａｕ対応機種（型番：

ＳＢＴ－ＳＴ１ＡＵ）を検体として試験を実施した。 
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１ 株式会社エアージェイの表示 

 

【Ｍｏｂｉｌｅ Ｂａｎｋ Ｓｏｌａｒ ｄａｓの商品パッケージの表示】 

（拡大したもの） 

 

 

注 株式会社エアージェイは、平成２４年５月１日に株式会社エアーズジャ

パンから商号変更を行った。 

  

ソーラー充

電！！ 最速

約６～１０時

間で充電！！ 

別紙１ 
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【自社ウェブサイト上の表示】（抜粋） 

 

  

ソーラー充

電！！ 最速

約６～１０時

間で充電！！ 
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２ グリーンエージェント株式会社の表示 

 

【ｍｏｂｉｌｅ ｓｏｌａｒ（型番：ＭＳ０１０）の商品パッケージの表示】 

（拡大したもの） 

 

  

別紙２ 

充電時間：約６～８

時間（屋外直射日光

で１４～１６時間） 
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【自社ウェブサイト上の表示】（抜粋） 

 

  

充電時間 約３～

４時間（ソーラーパ

ネルのみの場合：約

１０～１２時間） 
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３ サンワサプライ株式会社の表示 

 

【ストラップソーラーチャージャー（型番：ＳＢＴ－ＳＴ１ＡＵ）の商品パッケージ

の表示】（拡大したもの） 

 
 

 

 

  

別紙３ 

１０時間 最速

１０時間で太陽

光蓄電します。 
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【自社ウェブサイト上の表示】（抜粋） 
 

  

１０時間 最速１０

時間で太陽光蓄電し

ます。 
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蓄電時間 太陽光／

真夏の晴天下で１０

～１５時間 
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【ストラップソーラーチャージャー（型番：ＳＢＴ－ＳＴ１ＦＳ）の商品パッケージ

の表示】（拡大したもの） 

 

 
  

１０時間 最速

１０時間で太陽

光蓄電します。 
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５ Ｈａｍｅｅ株式会社の表示 

 

【ソーラーチャージｅｃｏ２－ｆｏｒ ｉＰｈｏｎｅ／ｉＰｏｄ－の商品パッケー

ジの表示】（拡大したもの） 

 

 

注 Ｈａｍｅｅ株式会社は、平成２５年５月１日に株式会社Ｓｔｒａｐｙａ 

Ｎｅｘｔから商号変更を行った。 

  

別紙４ 

６～１２ｈ 

最速６時間で

太陽光充電し

ます。 

●太陽光充電

の際は、野外

で６～１２時

間以上充電し

てください。 



 

14 

【自社ウェブサイト上の表示】（抜粋） 

 

６～１２ｈ 

最速６時間で

太陽光充電し

ます。 
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５ 株式会社リンクスインターナショナルの表示 

 

【ｉＣｈａｒｇｅ Ｌｉｔｅの商品パッケージの表示】 

（拡大したもの） 

 

 

  

別紙５ 

本体充電時間 ＡＣ

アダプタ：約２時間、

ＵＳＢ：約２時間、

ソーラーパネル：約

１３時間 
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【自社ウェブサイト上の表示】（抜粋） 

 

  

本体充電時間※２ ＡＣアダプタ

／ＵＳＢ：約２時間、ソーラーパ

ネル：約１３時間 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧

客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保

護することを目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ

かに該当する表示をしてはならない。 

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し

くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と

同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ

りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消

費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣

が指定するもの 

２ （省略） 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の

規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくは

その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関

連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が

既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

 一 当該違反行為をした事業者 

 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により

消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ

り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲

（参考１）
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り受けた事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めると

きは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、そ

の業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を

命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある

事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消

費者庁長官に委任する。 

２及び３ （省略） 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の

委任に関する政令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政

令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並び

に第五条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみ

なされる。 

（参考２） 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあ

ると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競争事

業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示す表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 


